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第 １ 回 第 １ 農 地 部 会 議 事 録 

 

 

日      時  令和３年１月１８日（月）午前１０時００分 

 

場      所  津市上下水道庁舎 ２階 大会議室 

 

出 席 部 会 委 員   1 太田 義政・ 2 田中 康章・ 3 田村 明 ・ 4 東海 光政 

           5 村澤 藤次・ 8 喜多 義幸・ 9 片岡 正春・10 牧野 礼吉 

          11 清水喜代己・12 海野 要 ・13 内藤 正敏・19 草深 みつよ 

          21 坂野 大徹・23 川邊 千秋 

以上１４名 

 

欠 席 委 員 

 

出席部会員外委員  会長 守山 孝之 

 

議      長  第１農地部会長 太田 義政 

 

事 務 局 職 員  勝田事務局長・野村次長・竹田担当副主幹 

 

総 合 支 所   河芸：河本主査 美里：倉田主事補 安濃：横井担当副主幹 

          芸濃：清水主査 香良洲：髙橋主査 

 

議 事 録 署 名 者  21 坂野 大徹・23 川邊 千秋 

 

事      項 

 報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

 報告第２号 農地法第３条の３の規定による届出について 

 報告第３号 農地法第５条第１項第７号の規定による届出について（所有権移転） 

 報告第４号 農地法第５条第１項第７号の規定による届出について（使用貸借） 

 

 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転） 

 議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

 議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有権移転） 

 議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（賃貸借権） 

 議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（地上権） 

 議案第６号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の 

       決定について（別冊） 
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議   事   の   大   要 

 

議  長   早速でございますけれども、本日の会議を始めさせていただきます。よろし

くお願いします。 

       いつものとおり、ご発言の際はマスク着用のままでよろしくお願いをいたし

ます。 

       それでは、第１回第１農地部会を開催させていただきます。 

       本日の欠席はございません。出席委員１４名で始めさせていただきます。 

       まず議事録署名者を私のほうから指名させていただきます。 

       ２１番 坂野 大徹委員、２３番 川邊 千秋委員、よろしくお願いいたし

ます。 

       まず初めに、会長専決等の報告事項、第１号から第４号に入ります。 

       事務局お願いします。 

 

事 務 局   議案書の１ページをお願いいたします。 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、でございま

す。 

番号１から５で、合計件数は５件、合計面積は１０，９５６㎡で、その内訳

は田が１０，３３９㎡、畑が６１７㎡でございます。 

これらにつきましては、農地の賃貸借を、貸人、借人、双方の合意により解

約したものです。 

 

２ページから４ページをお願いいたします。 

報告第２号 農地法第３条の３の規定による届出について、でございます。 

番号１から９で、合計件数は９件、合計面積は３３，１５６．００㎡で、そ

の内訳は田が２７，４１４．００㎡、畑が５，７４２．００㎡でございます。 

これらにつきましては、相続の届出でございます。 

なお、現況地目が農地以外となっているところは、無断転用の可能性があり

ますので、届出人に対して指導しております。 

 

５ページをお願いいたします。 

報告第３号 農地法第５条第１項第７号の規定による届出について（所有権

移転）、でございます。 

番号１、分譲住宅用地      番号２、進入用道路用地 

番号３、太陽光発電施設用地   番号４、番号５ 駐車場用地 

番号６、賃貸住宅用地 

      でございます。 

以上、件数は６件、合計面積は３，１９７㎡で、その内訳は田が１，０２２

㎡、畑が２，１７５㎡、でございます。 

 

６ページをお願いいたします。 

報告第４号 農地法第５条第１項第７号の規定による届出について（使用貸

借）、でございます。 

番号１、一般個人住宅用地 

でございます。  

以上、件数は１件、面積は畑で３２１㎡でございます。 
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報告案件につきまして、以上で説明を終わります。 

よろしくお願いいたします。 

 

議 長   ありがとうございます。 

       早速でございますが、議案事項に入らせていただきます。 

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転）、

事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   まず、議案を説明させていただく前に、恐れ入りますが、議案書の訂正をお

願いいたします。 

       ９ページの議案第３号、番号４から、１０ページにあります番号７をご覧く

ださい。 

       この番号４から番号７までの４案件につきまして、取下げ願が１月１５日付

で提出されましたので、削除願います。 

       これは、隣接する住宅地との雨水処理方法を巡る対応について、協議をより

慎重に進めるべく一旦取り下げ、改めて申請をしようとするものです。 

       また、４案件が削除になったことで、１１ページにあります合計欄の修正も

お願いいたします。 

       １１ページをご覧ください。 

       合計件数は１０件としていただき、合計面積は１０，７３５．９８㎡、畑の

面積が５，７５８．９８㎡となりますので、訂正をお願いします。 

 

       それでは改めまして、７ページをお願いいたします。 

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転）で

ございます。 

 

       番号１、地区 一身田、受人     、面積 ５，２８１㎡、渡人   

  、面積 ６，１８３㎡、申請地 一身田平野毛無    、台帳地目・現

況地目とも田、面積 ９９８㎡。 

       これにつきましては、受人が渡人に農地交換の要望をし、営農を拡大するも

のです。 

 

       番号２、地区 一身田、受人     、面積 ６，１８３㎡、渡人   

  、面積 ５，２８１㎡、申請地 一身田平野御堂前    、台帳地目・

現況地目とも田、面積 １，１５７㎡。 

       これにつきましては、受人が渡人に農地交換の要望をし、営農を拡大するも

のです。 

 

       番号３、地区 上野、受人 特定非営利活動法人      理事    

 、面積 ２１，８２１㎡、渡人     、面積 ５，７８１㎡、申請地 河

芸町上野山ノ後    、台帳地目・現況地目とも田、面積 ５０３㎡。 

       これにつきましては、受人は、高齢化による労力不足のため営農を縮小する

渡人から、事業所に隣接し、利便のよい申請地を譲り受け、施設利用者に対し

福祉の増進に寄与することを目的に、スナップエンドウ等を栽培し、リハビリ

テーション農場として使用するものです。 
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       番号４、地区 安西、受人     、面積 ６４，１９４㎡、渡人   

  、面積 ３，８９４㎡、申請地 芸濃町萩野前興    、台帳地目・現

況地目とも田、面積 ４８９㎡ 外３筆、合計面積 ３，８９４㎡。 

       これにつきましては、受人は、遠方のため離農する渡人から申請地を譲り受

け、営農を拡大するものです。 

 

       以上、件数は４件、合計面積は６，５５２．００㎡で、その内訳は、田が６，

０５５㎡、畑が４９７㎡でございます。 

 

       番号３につきましては、営利を目的としない法人が社会福祉事業を行い、業

務運営に必要な施設として供する場合、一般法人であっても農地を取得するこ

とが可能となる案件になります。 

       許可要件としては、リハビリテーション農場に供される見込みがあるか否か

のみを確認することとなりますが、添付されている法人登記事項証明書・営農

計画書・これまでの営農状況により、満たしていると考えます。 

       その他の案件につきましては、全部効率利用要件、農作業常時従事要件、下

限面積要件、地域との調和要件など、農地法第３条第２項各号には該当しない

ため、許可要件の全てを満たしていると考えます。 

 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりましたので、地元委員の意見を伺います。 

       番号１と２、地区 一身田、お願いします。 

 

田村委員   ３番、田村です。１月１２日に現地確認を行いました。地元推進委員も特に

意見なく、事務局説明どおりで問題ありませんので、よろしくお願いします。 

 

議  長   番号３、地区 上野、お願いします。 

 

喜多委員   ８番、喜多です。この物件、地元推進委員と現場を見ましたが、何ら問題な

いということで事務局の説明のとおりのですので、よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       番号４、地区 安西、お願いします。 

 

片岡委員   ９番、片岡です。８日に事務局、委員２人と地元推進委員と現場の確認をい

たしましたところ、事務局説明のとおりでございます。確認いたしました。よ

ろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       番号１から番号４について、地元委員から異議なしということでございます。 

       皆さん、いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは、異議なしと認め、議案第１号について許可をすることに決定をい
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たします。 

       次に、議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について、事

務局、説明お願いします。 

 

事 務 局   ８ページをお願いいたします。 

       議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について、でござい

ます。 

 

       番号１、地区 高野尾、申請者     、申請地 高野尾町大谷    、

台帳地目 田、現況地目 畑、面積 ２，８５７㎡。 

       これにつきましては、株式会社     の代表を務める申請者が、自らの

農地を活用し、この地域での災害対策の機能強化と、伊勢志摩方面からの観光

客促進を目的にし、申請地をヘリコプターの臨時飛行場ほか離着陸場用地とし

て、令和３年６月３０日まで一時転用しようとするもので、運行計画としまし

ては、１時間に１回、１日最大で５回、午前９時から午後５時までとなってい

ます。転用する農地は１筆で、面積は２，８５７㎡、台帳地目は田、現況地目

は畑となります。 

なお、現状のまま利用され、雨水処理については自然浸透処理とし、地元自

治会等に事業説明がなされており、支障がないものと判断されます。 

       農地区分は、甲種農地となりますが、一時的な転用となりますことから、不

許可の例外に該当するものと判断されます。 

 

       番号２、地区 椋本、申請者     、申請地 芸濃町椋本新町    、

台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積 ４８５㎡。 

       これにつきましては、申請地を一般個人住宅用地とするものですが、昭和４

４年頃から、既にこの目的で使用している旨の始末書の提出されており、これ

を追認しようとするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       以上、件数は２件、合計面積は３，３４２．００㎡で、その内訳は田が２，

８５７㎡、畑が４８５㎡でございます。 

       いずれの案件につきましても、農地法第４条第６項各号には該当しないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりましたので、地元委員の意見を伺います。 

       番号１、地区 高野尾。 

 

田中委員   ２番、田中です。１月８日に会長、部会長、それから地元推進委員と事務局

とで現地確認を行いました。事務局の説明どおり問題はないということで、１

月１５日に高野尾農振協議会で審議したところ、環境問題等につきましていろ

いろご質問はあったんですが、一時転用ということで問題はないということで、

よろしくお願いいたします。 

 

議  長   番号２、地区 椋本、お願いします。 
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牧野委員   １０番、牧野です。８日に事務局とそれから地元推進委員と現地を確認させ

ていただきましたけれども、何ら問題ないと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       番号１、２について、地元委員から異議のない旨の発言がございました。 

       皆さん、いかがでしょうか。よろしいですか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは、異議なしと認め、議案第２号について許可をすることに決定をい

たします。 

       次に、議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所

有権移転）、事務局説明お願いします。 

 

事 務 局   ９ページから１１ページをお願いいたします。 

       議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有権移

転）でございます。 

 

       番号１、地区 白塚、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人     、申請地 白塚町浜新田    、台帳地目・現況地目とも田、

面積 ２９㎡ 外５筆、合計面積 ７５８㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、７２３．８０㎡、パネルの設置率は、転用面積の９５．

５%になります。 

       農地区分は、第３種農地と判断されます。 

 

       番号２、地区 白塚、受人     、渡人      外１名、申請地 白

塚町小山    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 １２９㎡ 外２筆、合

計面積 ３４３㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を自らが

代表を務める法人の駐車場及び資材置場用地とするものです。 

       農地区分は、第３種農地と判断されます。 

 

       番号３、地区 安東、受人      株式会社 代表取締役     、

渡人     、申請地 安東町桐ノ木    、台帳地目 田、現況地目 雑

種地、面積 ３，０４３㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、自己が所有する

    の隣に位置する申請地に、    に必要な牧草やもみ殻等を置く農

業飼料置場用地とするものですが、平成１０年頃から、既にこの目的で使用し

ている旨の始末書の提出されており、これを追認しようとするものです。 

       農地区分は、農用地区域内農地でありますが、令和２年１２月９日に農業用

施設用地への用途区分変更が完了しております。 

 

       番号４から番号７は取下げとなりましたので、続きまして、１０ページをお
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願いいたします。 

 

       番号８、地区 櫛形、受人 合同会社      代表社員     、渡

人      外５名、申請地 産品宮ノ前    、台帳地目・現況地目と

も畑、面積 １１２㎡ 外９筆、合計面積 １，４１８㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、６５６．００㎡、パネルの設置率は、転用面積の４６．

３%になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号９、地区 大里、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人     、申請地 大里山室町天王前    、台帳地目・現況地目と

も田、面積 ６２㎡ 外２筆、合計面積 ２７２㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、１５２．６０㎡、パネルの設置率は、転用面積の５６．

１%になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号１０、地区 豊津、受人     、渡人     、申請地 河芸町

影重浜新田    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ９８８㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、４８２．４０㎡、パネルの設置率は、転用面積の４８．

８%になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号１１、地区 椋本、受人 合同会社      代表社員     、

渡人     、申請地 芸濃町椋本藤ノ山    、台帳地目・現況地目と

も畑、面積 １，３５８㎡ 外１筆、合計面積 １，５２９㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、６５６．００㎡、パネルの設置率は、転用面積の４２．

９%になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号１２、地区 椋本、受人     、渡人     、申請地 芸濃町

椋本中町    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 １０８㎡ 外１筆、合

計面積 １０９．９８㎡。 

       これにつきましては、申請地に隣接する宅地を所有する受人が、渡人から申

請地を譲り受け、自己所有地への進入路及び庭用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号１３、地区 明、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人     、申請地 芸濃町忍田八之坪    、台帳地目・現況地目と
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も田、面積 １，３９２㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、６７７．６０㎡、パネルの設置率は、転用面積の４８．

７%になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号１４、地区 香良洲、受人 株式会社      代表取締役    

 、渡人     、申請地 香良洲町大新田    、台帳地目・現況地目

とも畑、面積 ８８３㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、４７３．２０㎡、パネルの設置率は、転用面積の５３．

６%になります。 

       農地区分は、第３種農地と判断されます。 

 

       以上、件数は１０件、合計面積は１０，７３５．９８㎡、このうち田が４，

９７７．００㎡、畑で５，７５８．９８㎡でございます。 

       いずれの案件につきましても、農地法第５条第２項各号には該当しないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりましたので、地元委員の意見を伺います。 

       番号１と２、地区 白塚、お願いします。 

 

田村委員   ３番、田村です。１と２両方とも、１月８日に地元推進委員と現地確認を行

いました。事務局説明どおりで何ら問題はありませんので、よろしくお願いし

ます。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       番号３、地区 安東、お願いします。 

 

川邊委員   ２３番、川邊でございます。１月８日に会長、部会長、それで地元推進委員

並びに事務局の方と現地調査したわけでございます。別に問題はないですけれ

ども、この該当地につきましては、今も話ありましたように始末書が出ておる

ような状況でございます。そして高速道路からもよく見えるところでございま

して、該当地につきましてはいろんなものが散乱しておる。一回それをやっぱ

り片づけてもらう、きれいにしてもらう、こういうことを部会長からもきつく

要請をしていただきましたので、そこら辺一つ要望するということを本人に申

し上げたわけでございます。また、私たちもこれからも許可されても随時また

見ていきますので、またそういうことでひとつよろしくお願いをいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       番号４から７、取下げでございますが、ちょっと補足して私のほうから説明

させていただきますけれども、傾斜地の該当地でございます。これ、渡人それ

から受人と、それからまた隣接する地権者の方の話合いによって取下げという
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ことで、非常にいい判断をしていただいて、また改めて申請をされるというこ

とでございます。排水、浸透式というようなことでよく言われますけれども、

これからは大雨やゲリラ豪雨があったときにどうするかというふうなことも考

え合わせますと、いい判断をされたんではないかなというふうに考えます。 

       以上、４から７についての見解でございます。 

       続いて、番号８、地区 櫛形、お願いします。 

 

東海委員   ４番、東海です。１月１８日に守山会長、太田部会長、川邊委員、地元推進

委員、それから事務局３名、業者１名で現地確認をさせていただきました。何

ら問題はございませんでした。 

       以上です。よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       続いて、番号９、地区 大里、お願いします。 

 

草深委員   １９番、草深です。８日に事務局の方、現地確認をさせていただきましたの

で、何も問題はないと思います。 

 

議  長   番号１０、地区 豊津。 

 

喜多委員   ８番、喜多です。この物件、地元推進委員と現場を見させてもらいましたが、

別に何の問題もなくということで、よろしくお願いします。 

 

議  長   番号１１と１２、地区 椋本、お願いします。 

 

牧野委員   １０番、牧野です。８日に会長はじめ部会長、それから地元委員、それから

地元推進委員と私と現地確認させていただきました。事務局の説明どおり、何

ら問題ないと思いますので、よろしくお願いいたします。 

       それから、１２番、これも現地確認させていただきました。今、住宅の隣接

のところ、進入道路ということでございましたので確認させていただきました

けれども、何ら問題ないと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       番号１３、地区 明、お願いします。 

 

牧野委員   これも８日に現地確認させていただきましたけれども、事務局の説明どおり、

何ら問題ないと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

議  長   番号１４、地区 香良洲、お願いします。 

 

村澤委員   ５番、村澤です。１月５日、現地確認させていただきました。地元推進委員

も別に何の問題もないということで、よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       番号１から１４について、地元委員から異議なしという意見でございますが、

皆さん、いかがでしょうか。よろしいですか。 
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部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。 

       それでは、異議なしと認め、議案第３号について許可をすることに決定をい

たします。 

       続いて、議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（賃

貸借権）、事務局説明お願いします。 

 

事 務 局   １２ページをお願いいたします。 

       議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（賃貸借権）

でございます。 

 

       番号１、地区 一身田、借人 株式会社      代表取締役     、

貸人     、申請地 一身田中野高飼    、台帳地目・現況地目とも

畑、面積 ４６２㎡。 

       これにつきましては、借人は、貸人との間に２０年間の賃貸借権を設定し、

申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、３３８．４０㎡、パネルの設置率は、転用面積の７３．

２%になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号２、地区 安東、借人      有限会社 代表取締役     、

貸人     、申請地 安東町東園    、台帳地目 田、現況地目 畑、

面積 １，１２８㎡のうち１５０㎡ 外２筆、合計面積 ６００㎡。 

       これにつきましては、借人は、貸人との間に令和３年２月２８日までの間、

賃貸借権を設定し、申請地を    の道路改修工事のための資材置場用地と

して一時転用するものですが、この案件につきましては、許可を得る前に既に

着工していたところ、地元農業委員の発見により、地権者及び転用事業者に対

し厳しく指導し、厳重注意した上で提出されたものになります。 

       農地区分は第１種農地となりますが、不許可の例外に該当する一時的な利用

に供するものだと判断されます。 

 

       番号３、地区 大里、借人 有限会社      代表取締役     、

貸人     、申請地 大里睦合町東豊久野    、台帳地目・現況地目

とも畑、面積 ９９１㎡ 外１４筆、合計面積 １７，９０６㎡。 

       これにつきましては、借人は、貸人との間に年間の賃貸借権を設定し、申請

地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、９，２４０．００㎡、パネルの設置率は、転用面積の５

１．６%になります。 

       なお、草の管理については年３回程度、周りに影響がない程度の除草剤を散

布し、雨水排水については、場内に素掘り水路を設けて、北東側にある既設水

路に放流する計画となっております。 

       農地区分は、第３種農地と判断されます。 

 

       番号４、地区 椋本、借人      株式会社 代表取締役     、

貸人     、申請地 芸濃町椋本一ッ谷    、台帳地目・現況地目と
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も畑、面積 ４０㎡ 外１筆、合計面積 ７２０㎡。 

       これにつきましては、借人は、申請地の西側に店舗を同時に建築予定で、貸

人との間に７年間の賃貸借権を設定し、この駐車場用地とするものです。 

       なお、市の開発許可案件に該当するため、指導要綱が確認され次第、同時に

許可書交付となる予定です。 

       農地区分は、第３種農地と判断されます。 

 

       番号５、地区 明、借人     、貸人     、申請地 芸濃町林墓

ノ谷    、台帳地目・現況地目とも田、面積 １，２０９㎡。 

       これにつきましては、借人は、貸人との間に２０年間の賃貸借権を設定し、

申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、５９１．８０㎡、パネルの設置率は、転用面積の４８．

９%になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       以上、件数は５件、合計面積は２０，８９７．００㎡、このうち田が１，８

０９．００㎡、畑で１９，０８８．００㎡でございます。 

       いずれの案件につきましても、農地法第５条第２項各号には該当しないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   説明が終わりましたので、地元委員の意見を伺います。 

       番号１、地区 一身田。 

 

田村委員   ３番、田村です。１月８日に地元推進委員と現地確認を行いました。特に意

見なく、事務局説明どおりですので、よろしくお願いします。 

 

議  長   番号２、地区 安東、お願いします。 

 

川邊委員   ２３番、川邊でございます。事務局から話ありましたように、本来でいきま

すと今日から資材等を置く計画ですが、重機やＵ字溝等が我々８日に見に行っ

たとき既に置いてある。本来はおかしいと地元推進委員と話ししておりました

が、きちんと申請してもらったので現況復帰をさせるまではいかないという結

論に至りました。これを見つけていただきましたのは、地元の太田部会長であ

ったわけでございまして、事務局と共に処理方法検討し、完了させたというこ

とです。 

また、一時転用でございますので、今日許可がおりたならば、あとは引揚げ

が２月２８日までの工事着工になっておりますので、そのまでこちらも随時追

跡して現況復帰しておるかどうか見ていきます。ですから、この件については

許可のほうはよろしくお願いいたします。以上です。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       今、報告ありました。私の町内でございますので、見つけざるを得ないとい

うことで私もおかしいなと思ったわけでございます。ありがとうございます。 

       番号３、地区 大里、お願いします。 
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草深委員   １９番、草深です。８日に会長、部会長、事務局の方、地元推進委員の方み

んなで一応確認はさせていただきまして、説明も相手方から聞かせていただき

まして、一応許可させていただくように申請、確認は取らせていただいたんで

すけれども、私個人の意見としては、こういう大きなところにこういう業者さ

んが入る前に何とか手を打つ方法がないかとちょっと思ったところでございま

す。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       あまりにも条件が良すぎました。立地条件というか非常に恵まれた農地でご

ざいます。おっしゃるとおりでございます。 

       番号４、地区 椋本、お願いします。 

 

牧野委員   １０番、牧野です。８日に事務局、それから地元推進委員、それから農業委

員とで確認させていただきましたけれども、何ら問題ないと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 

議  長   ５番、お願いします。 

 

牧野委員   １０番、牧野です。これも地元推進委員と農業委員とで確認させていただき

まして、何ら問題ないと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございました。 

       それでは、番号１から番号５について、地元委員から異議なしという意見で

ございます。 

       皆さん、いかがでしょうか。よろしいですか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。 

       それでは、異議なしと認め、議案第４号について許可をすることに決定をい

たします。 

       次に、議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（地

上権）、事務局の説明お願いします。 

 

事 務 局   １４ページをお願いいたします。 

       議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（地上権）

でございます。 

 

       番号１、地区 上野、借人      合同会社 代表社員     、貸

人     、申請地 河芸町西千里西浦    、台帳地目・現況地目とも

田、面積 ８９２㎡。 

       これにつきましては、借人は、貸人との間に２０年間の地上権を設定し、申

請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、５５４．２０㎡、一体利用地の原野を含めた全体面積は

１，１１５㎡のうち、パネルの設置率は、転用面積の４９．７％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 
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       以上、件数は１件、面積は田で８９２㎡でございます。 

       この案件につきましては、農地法第５条第２項各号には該当しないため、許

可要件の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりましたので、地元委員のご意見を伺います。 

       番号１、地区 上野、お願いします。 

 

喜多委員   ８番、喜多です。これ、地元推進委員と順番に見させてもらいましたが、別

に何ら問題なしということで、事務局の説明のとおりです。よろしくお願いい

たします。 

 

議  長   １について、地元委員から異議のない旨のご発言でございます。 

       皆さん、いかがでしょうか。よろしいですか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは、異議なしと認め、議案第５号について許可をすることに決定をい

たします。 

       次に、別冊でお配りしました議案第６号 農業経営基盤強化促進法第１８条

の規定による農用地利用集積計画の決定についてです。事務局の説明お願いし

ます。 

 

事 務 局   それでは、議案第６号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用

地利用集積計画の決定についてでございます。 

       資料の２枚目、農用地利用集積計画地区別集計表をご覧ください。 

       各地区別に、下の合計欄で説明をさせていただきます。 

 

       まず、津地区をご覧ください。 

       田の賃貸借、使用貸借、所有権移転で２１８，４５７㎡、畑の賃貸借、使用

貸借で４，２６７㎡、契約件数は６１件でございます。 

       河芸地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で７，９１８㎡、契約件数

は４件でございます。 

       安濃地区につきましては、田の賃貸借で６１，１２８㎡、契約件数は１２件

でございます。 

       芸濃地区につきましては、田の賃貸借で１，７７４㎡、契約件数は１件でご

ざいます。 

       美里地区につきましては、田の使用貸借で２６，０２０㎡、契約件数は１１

件でございます。 

       香良洲地区につきましては、契約はございませんでした。 

       以上、合計で田の集積が、賃貸借、使用貸借、所有権移転を合わせて３１５，

２９７㎡、畑の集積は賃貸借、使用貸借を合わせて４，２６７㎡、合計契約件

数は８９件、合計面積は３１９，５６４㎡となっております。 

 

       次に、認定農業者への集積状況でございます。 

       地区別の認定農業者への集積は津地区２３件、河芸地区３件、安濃地区１０
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件、芸濃地区１件、美里地区３件で合計４０件、合計面積は１７５，０６４㎡

でございます。 

       なお、認定農業者への集積率は、件数で４４．９％、面積で５４．８％とな

っております。 

 

       続きまして、「農地中間管理事業」を利用した案件についてご説明いたしま

す。人・農地プランの作成が要件となっている新規のものについて、該当がご

ざいませんでした。 

       今回提出させていただきました利用集積計画につきましては、農業経営基盤

強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。 

 

       次に、３枚目からの「農用地利用集積計画の概要」でございますが、今回の

利用集積計画のうち、農業委員会等に関する法律第３１条の議事参与の制限に

該当します案件がございますので、ご審議いただくに当たりまして、ご配慮い

ただきますようよろしくお願いします。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   説明が終わりました。 

       初めに、農業委員会等に関する法律第３１条の議事参与の制限に該当する案

件からご審議をいただきます。 

       整理番号３４、３５について、    委員、一時退室をお願いします。 

 

       ＜ 退  室 ＞ 

 

議  長   この２件について、皆さん、いかがでしょうか。よろしいですか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございました。 

       入室をお願いします。 

 

       ＜ 入  室 ＞ 

 

議  長   次に、整理番号６７から６９についてです。    委員、一時退室をお願

いします。 

 

       ＜ 退  室 ＞ 

 

議  長   この３件について、いかがでしょうか。よろしいですか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございました。 

       入室してください。 

 

       ＜ 入  室 ＞ 
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議  長   次に、整理番号８７についてです。    委員、一時退室をお願いします。 

 

       ＜ 退  室 ＞ 

 

議  長   この件について、いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。 

       入室をお願いします。 

 

       ＜ 入  室 ＞ 

 

議  長   それでは、議事参与の制限に該当しない案件につきまして、ご審議をいただ

きたいと思います。 

       皆さん、いかがでしょうか。よろしいですか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ご意見ないようでございますので、それでは、議案第６号について全て適正

であると認め、市長に進達することにいたします。 

 

       以上で、部会に付議されました案件の審議は全て終了いたしました。 

       以上で、第１回第１農地部会を終了します。 

 

                                午後１０時３９分 

 

上記は、第１回第１農地部会の議事を録したものである。 

 

  令和３年１月１８日 

 

 

                     議事録署名者              

 

 

 

                     議事録署名者              

 

 

 

 

 

 

 


